
　
佐
久
地
区
に
あ
る
県
営
住
宅
入

居
者
の
募
集
を
次
の
と
お
り
行
い

ま
す
。

募
集
期
間　
６
月
３
日（
月
）

～
６
月
７
日（
金
）の
予
定

　
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

（
土
日
を
除
く
）

受
付
場
所

　
佐
久
市
跡
部
65
番
地
１

　
長
野
県
佐
久
合
同
庁
舎
４
階

　
長
野
県
住
宅
供
給
公
社

　
佐
久
管
理
セ
ン
タ
ー

そ
の
他　
募
集
の
詳
細
に
つ
い
て

５
月
下
旬
ご
ろ
に
、
長
野
県
住
宅

供
給
公
社
佐
久
管
理
セ
ン
タ
ー

へ
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

長
野
県
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
県
住
宅
供
給
公
社

　
　
佐
久
管
理
セ
ン
タ
ー

０
２
６
７（
78
）５
４
１
０

　
県
内
在
住
で
障
が
い
の
あ
る
12

歳
以
上（
令
和
６
年
４
月
１
日
時

点
）の
方
を
対
象
に「
長
野
県
障

が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」が
９
月

を
中
心
に
長
野
県
内
各
地
で
開
催

さ
れ
ま
す
。
今
大
会
よ
り
１
人
複

数
競
技
へ
の
参
加
が
可
能
で
す
。

※
会
場
等
の
詳
細
は
長
野
県
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

個
人
種
目

　

陸
上（
身
体
、
知
的
）、
水
泳

（
身
体
、
知
的
）、
卓
球（
身
体
、

知
的
、
精
神
）、
サ
ウ
ン
ド
テ
ー

ブ
ル
テ
ニ
ス（
身
体
）、
ボ
ッ
チ
ャ

（
身
体
）、
ア
ー
チ
ェ
リ
ー（
身
体
）、

フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク（
身
体
、

知
的
）、
ボ
ウ
リ
ン
グ（
知
的
）

団
体
種
目

　

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル（
身
体
、

知
的
）、
ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

（
精
神
）

申
込
方
法　
所
定
の
申
込
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
役
場
保
健
福

祉
課（
１
階
６
番
窓
口
）へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
長
野

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
い
た
だ
く
か
、
役
場
保
健
福
祉

課
福
祉
係
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
福
祉
係

（
32
）6
5
2
2

申
込
締
め
切
り

　
５
月
31
日（
金
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
御
代
田
町
商
工
会（32

）５
４
３
５

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

「
み
よ
た
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
」

　
　
　
　
　

  

登
録
２
次
元
コ
ー
ド

詳
し
く
は
、「
暮
ら
し
の
カ
レ
ン
ダ
ー（
裏
表
紙
）」を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
在
宅
の
要
介
護
高
齢
者
等
が
使

用
す
る
紙
お
む
つ
等
の
購
入
費
の

一
部
を
補
助
し
、
福
祉
の
増
進
を

目
的
と
す
る
事
業
で
す
。

内
容

　
対
象
者
に
１
枚
１
，
０
０
０
円

分
の
助
成
券
を
、
月
４
枚
、
年
間

最
大
48
枚（
要
介
護
３
の
方
は
月

３
枚
、
年
間
最
大
36
枚
）配
布
し

ま
す
。
助
成
券
は
紙
お
む
つ
、
尿

取
り
パ
ッ
ド
を
購
入
す
る
際
に
使

用
で
き
ま
す
。

対
象
者

　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

・
御
代
田
町
に
住
所
を
有
す
る
方

・
非
課
税
世
帯
で
あ
る
方

・
６
カ
月
以
上
在
宅
で
紙
お
む
つ

を
使
用
し
て
い
る
方

・
次
の
①
も
し
く
は
②
の
状
態
で

あ
る
方

①
要
介
護
３
以
上
お
よ
び
こ
れ
に

準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
65
歳
以

上
の
方

②
身
体
障
害
者
手
帳（
１
級
ま
た

は
２
級
）、
療
育
手
帳（
Ａ
１

ま
た
は
Ａ
２
）ま
た
は
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳（
１
級
）を

有
す
る
18
歳
以
上
65
歳
未
満
の

方
　
人
権
擁
護
委
員
制
度
は
、
昭
和

23
年
の
人
権
擁
護
委
員
令
に
よ
っ

て
創
設
さ
れ
、
昭
和
24
年
6
月
1

日
の
人
権
擁
護
委
員
法
の
施
行
に

よ
り
基
本
的
人
権
を
擁
護
す
る
恒

久
的
な
制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
ま

し
た
。
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合

会
で
は
、
法
が
施
行
さ
れ
た
6
月

1
日
を「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

と
定
め
、
こ
の
日
を
中
心
と
し
て
、

毎
年
人
権
擁
護
委
員
の
活
動
を
広

く
啓
発
し
て
い
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
の
活
動
と
役
割

１　

地
域
の
皆
さ
ま
か
ら
の
人

権
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
る

「
あ
な
た
の
街
の
相
談
パ
ー
ト

ナ
ー
」で
す
。
相
談
は
無
料
で
、

　
皆
さ
ま
が
お
住
ま
い
の
地
域
に

「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
」と
呼
ば

れ
る
方
が
い
る
の
を
ご
存
じ
で
す

か
？

　
当
町
に
は
、
各
区
か
ら
選
出
さ

れ
た
民
生
委
員
33
名
と
主
任
児
童

委
員
2
名
の
35
名
の
民
生
委
員
・

児
童
委
員
が
い
ま
す
。

　
民
生
委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣

か
ら
委
嘱
さ
れ
た
非
常
勤
の
地
方

公
務
員
で
す
。
社
会
福
祉
の
増
進

の
た
め
に
地
域
住
民
の
立
場
か
ら
、

要
介
護
高
齢
者
等
紙
お
む
つ
等

購
入
費
助
成
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す

5
月
12
日
は「
民
生
委
員・児
童
委
員
の
日
」で
す

相
談
内
容
な
ど
の
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
。

２　
「
人
権
を
侵
害
さ
れ
た
」と
い

う
被
害
者
か
ら
の
申
告
な
ど
を

受
け
、
法
務
局
職
員
と
協
力
し

て
、
調
査
・
処
理
に
当
た
り
ま

す
。

３　
人
権
の
大
切
さ
を
多
く
の
皆

さ
ま
に
知
っ
て
い
た
だ
き
、
ま

た
、
考
え
て
い
た
だ
く
た
め

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
啓
発
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

当
町
の
人
権
擁
護
委
員
は
4
名
で
す

　
尾
臺　
良
左　
委
員

　
関　
久
美
子　
委
員

　
長
田　
芳
子　
委
員

　
内
堀　
秀
利　
委
員　

生
活
や
福
祉
全
般
に
関
す
る
相

談
・
援
助
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
民
生
委
員
は
、
児
童
委

員
を
兼
ね
て
い
る
た
め
、「
民
生

委
員
・
児
童
委
員
」と
呼
ば
れ
て

お
り
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
が
元

気
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に

子
ど
も
た
ち
を
見
守
り
、
保
護
者

の
子
育
て
に
関
す
る
不
安
や
妊
娠

中
の
心
配
ご
と
な
ど
の
相
談
支
援

も
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
1
0
0
年
を
超

申
請
方
法　
申
請
書
を
ご
記
入
の

上
、
在
宅
期
間
証
明
書
を
添
付
し

介
護
高
齢
係（
役
場
１
階
７
番
窓

口
）に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
書
、
在
宅
期
間
証
明
書
の

様
式
は
介
護
高
齢
係
窓
口
に
て
お

渡
し
し
ま
す
。

対
象
店
舗

・
シ
ン
ビ
堂
薬
局
御
代
田
店

・
ア
メ
リ
カ
ン
ド
ラ
ッ
ク
御
代
田
店

・
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
御
代
田
店

・
ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
み
よ
た

・
株
式
会
社
サ
ン
グ
ル
ー
プ

・
ひ
ま
わ
り
薬
局

　
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
介
護
高
齢
係

（
31
）２
５
１
２

　
農
産
物
や
食
品
の
パ
ッ
ク
詰
め
、

学
校
で
の
体
重
測
定
な
ど
、
取

引
・
証
明
に
使
用
す
る
特
定
計
量

器（
は
か
り
）は
、
計
量
法
第
19
条

の
規
定
に
よ
り
、
２
年
に
１
回
の

定
期
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

特
定
計
量
器（
は
か
り
）

定
期
検
査
の
実
施

　
本
年
度
は
、
御
代
田
町
を
対
象

と
し
た
定
期
検
査
が
実
施
さ
れ
ま

す
。
該
当
す
る
事
業
所
の
皆
さ
ま

は
、
特
定
計
量
器（
は
か
り
）を
持

参
し
、
必
ず
検
査
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

日
時　
５
月
24
日（
金
）

　
　
　
午
前
11
時
～
正
午

　
　
　
午
後
１
時
～
２
時
30
分

場
所　
役
場
西
側
玄
関
前

問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
経
済
課
商
工
観
光
係

（
32
）３
１
１
３

　
長
野
県
計
量
検
定
所

０
２
６
３（
47
）４
０
０
６

　
町
で
は
、
令
和
６
年
度
御
代
田

町
高
齢
者
生
活
応
援
券
事
業
を
実

施
し
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、
基
準

日
の
６
月
１
日
に
65
歳
以
上
の
方

へ
１
万
円
の
生
活
応
援
券
を
お
配

り
し
、
７
～
９
月
の
３
か
月
間
、

町
内
取
扱
加
盟
店
で
買
い
物
や
飲

食
に
使
用
が
で
き
る
事
業
で
す
。

　
町
商
工
会
で
は
、
応
援
券
取
扱

加
盟
店
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
詳

細
は
、
町
商
工
会
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
令
和
５
年
度
に
登
録
済
み
の
加

盟
店
は
、
令
和
６
年
度
以
降
も

継
続
登
録
に
な
り
ま
す
の
で
、

手
続
き
は
不
要
で
す
。

御
代
田
町
高
齢
者
生
活
応
援
券
取
扱
加
盟
店
を
募
集
し
ま
す

県
営
住
宅
補
充
募
集

に
つ
い
て

「
長
野
県
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ

大
会
」参
加
者
を
募
集

納　期　限

5 31金曜日
◦軽自動車税（種別割）（１期分）
◦保育料（5月期分）
◦町営住宅使用料（5月分）
◦上水道料金（5月期分）大口4月使用分

◦下水道使用料（5月期分）大口4月使用分

5月納期の主な町税・使用料など（納期限までに納めましょう）

「
人
権
な
ん
で
も
相
談
所
」を

開
設
し
て
い
ま
す

曜
日　
毎
週
火
・
木
曜
日

（
祝
日
除
く
）

時
間　
午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時

場
所　
長
野
法
務
局
佐
久
支
局

人
権
相
談
連
絡
先

　
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　
0
5
7
0（
0
0
3
）1
1
0

（
全
国
共
通
）

　
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

0
1
2
0（
0
0
7
）1
1
0

（
全
国
共
通
・
無
料
）

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

0
5
7
0（
0
7
0
）8
1
0

（
全
国
共
通
）

え
る
歴
史
あ
る
制
度
で
す
。
大
正

6
年
5
月
12
日
の
民
生
委
員
制
度

の
も
と
と
な
る
済
世
顧
問
制
度
を

定
め
た
岡
山
県
済
世
顧
問
制
度
設

置
規
程
の
公
布
日
に
ち
な
み
、
5

月
12
日
を「
民
生
委
員
・
児
童
委

員
」の
日
と
し
て
い
ま
す
。
5
月

12
日
か
ら
18
日
ま
で
の
1
週
間
を

「
活
動
強
化
週
間
」と
し
て
、
そ
の

活
動
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い

た
だ
く
た
め
、
町
の
民
生
児
童
委

員
協
議
会
で
は
、
通
学
児
童
の
見

守
り
活
動
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。

　
民
生
委
員
に
は
民
生
委
員
法
に

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

　
6
月
1
日
の「
人
権
の
日
」を
記

念
し
て
、
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　
家
庭
内
の
問
題
、
近
隣
の
も
め

ご
と
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る

問
題
等
暮
ら
し
の
中
で
の
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
に
つ
い
て
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　
日
時　
6
月
２
日（
日
）

　
　
　
　
午
前
9
時
～
午
後
3
時

　
場
所　
ハ
ー
ト
ピ
ア
み
よ
た

問
い
合
わ
せ
先　

　
長
野
地
方
法
務
局
佐
久
支
局
内

　
佐
久
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

事
務
局

0
2
6
7（
67
）2
2
7
2

基
づ
き
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
て
お

り
、
民
生
委
員
の
活
動
は
、
地
域

の
皆
さ
ま
と
の
信
頼
関
係
を
基
盤

と
し
て
成
立
し
ま
す
。
誰
も
が
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
の

た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
し

て
い
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に

つ
い
て
知
っ
て
い
た
だ
き
、
活
動

へ
の
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
福
祉
係

（
32
）6
5
2
2
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